
【新型コロナウイルス】豪州連邦政府によるブリスベン大都市圏の感染多発地

域指定及び豪州への渡航者に対する出発前 COVID-19陰性検査結果の取得義務

化 

 

２０２１年１月８日 

在ブリスベン総領事館 

 

●１月８日（金）、モリソン首相は国家内閣後の記者会見で、豪州への渡航者

は、出発前に新型コロナウイルス感染の検査を受けて陰性であることが必要に

なる旨等を発表しました。 

 

首相府のホームページに掲載されたメディア・ステートメントの概要は以下の

とおりです。 

１ 国家内閣は、Brisbane、Logan、Moreton、Redlands、Ipswich の各行政区

（所轄ブリスベン大都市圏）を感染多発地域（hot spot）に指定することに同

意した。 

２ 豪州への渡航者は、出発前に新型コロナウイルス感染検査を受け陰性であ

ることが必要になる旨発表した。免除は、検査へのアクセスが限定されている

季節労働者など、斟酌すべき事情がある場合にのみ適用される。 

３ 国際線の航空機では、乗客及び乗員はフライト中及び空港においてマスク

をしなければならない。 

４ 国内線の航空機では、乗客及び乗員はフライト中及び空港においてマスク

をしなければならない。ただし、１２歳以下の子供及びやむを得ない事情ある

場合は免除される。 

発表の詳細（英文のみ）については下記リンク先をご確認ください。 

https://www.pm.gov.au/media/statement-national-cabinet 

 

この領事メールは，在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」

に登録された メールアドレスに自動的に配信されています。 

<問い合わせ先> 

在ブリスベン日本国総領事館 

住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD4000 

電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は，以下の

URL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

https://www.pm.gov.au/media/statement-national-cabinet
https://www.google.com/maps/search/17,+12+Creek+Street,+Brisbane?entry=gmail&source=g
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


 また、「たびレジ」は日本国籍の無い方でも登録可能ですので、本メールの

受領を希望する方には、是非「たびレジ」登録をご案内下さい。 

(「たびレジ」良くある質

問)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/fq.html 

 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/fq.html

